
R８年度　新規就農者育成総合対策「就農準備資金等」　研修計画申請書類チェックリスト

☆就農準備資金、就農準備支援資金　研修計画申請要件 申請者氏名　　　　　　　　　　　　　　

□ 1 農業経営者となることについて強い意志を有する

□ 2 就農予定年齢が50歳未満である

□ 3 岐阜県が認定した研修機関で研修を受ける

□ 4 研修期間が概ね１年かつ概ね1，200時間以上である

□ 5 研修中、雇用契約を結んでいないこと

□ 6 生活費の確保を目的とした国の他の事業（失業保険、生活保護等）の給付を受けていない

□ 7 親元就農する場合は、就農に当たって家族経営協定書等により責任や役割を明確にし、研修終了後5年以内に経営継承することを確約すること

□ 8 研修終了後、独立・自営就農する場合は、就農後5年以内に農業経営改善計画又は青年等就農計画の認定を受ける事

□ 9 前年の世帯全体の所得が600万円以下であること

□ 10 研修を開始するまでに傷害保険に加入すること

※ 国の通知による交付対象者の考え方における交付対象者のﾁｪｯｸﾘｽﾄによるﾁｪｯｸ項目が全て○の者を新規採択することとする

☆就農準備資金　等　　研修計画申請書類 ＊訂正する場合は訂正印が必要です。＊太い黒字は提出する書類です。

申請書類 チェック事項

□ 1
就農準備資金等に係る研修計画承認
申請（別紙様式）
→すべての申請者

□ 日付は研修計画の公募期間内である

□ 申請者の氏名が自署されている

□ 住所は住民票と同じ住所が記入されている

□ 2 研修計画
（別紙様式第１号）
→すべての申請者

□ 申請者の氏名が自署されている

□ 住所は住民票と同じ住所を記入している

□ 就農時の年齢が50歳未満である

□ 就農希望地が岐阜県内の市町村になっている

□ 就農予定時期が研修終了月の翌月以降1年以内となっている

□ 経営面積、所得目標、経営内容は、就農５年後の目標が記入されている

□ 県が認定した就農準備資金等の交付対象となる研修機関である

□ 研修機関の住所が認定書等のとおりに記入されている

□ 交付期間が２年以内となっている

□ 常勤の雇用契約を締結していない

□ 生活費の確保を目的とした国の他の事業の給付を受けていない

□
過去に農業次世代人材投資事業（青年就農給付事業）及び就職氷河期世代の新規就農促進事
業・就農準備資金等による資金の交付を受けていない

□
過去に農の雇用事業、雇用就農資金を受けていない（受けている方は予め公社までご連絡くださ
い）

□
傷害保険証書の写し（別添7）（研修が開始するまでに加入予定の場合は、加入予定の傷害
保険の内容がわかるものの写し。加入後は保険証書の写し）

□ 世帯全員(同居又は生計を一にする別居の配偶者、子及び父母)の所得証明を添付（別添8）

□ 前年の世帯全体の所得が600万円以下である

□
身分を証明する書類の添付（運転免許証の写し（表裏両面の写し）
（別添9）

□ 3
教育機関・研修機関等概要書（別添１）
→すべての申請者

□ 研修機関等名は岐阜県に登録のある名称が記入されている

□ 研修カリキュラムがわかる書類を添付（2年間の研修の場合は2年分それぞれ必要）

□ 研修カリキュラムは、年間を通しての研修であること

□ 県が認定した研修機関であることがわかる書類（認定証の写し）の添付

□ 在籍証明書（受講が認められていることを証する書類）を添付



R８年度　新規就農者育成総合対策「就農準備資金等」　研修計画申請書類チェックリスト

申請書類 チェック事項

□ 4 誓約書（別添２）
→すべての申請者

□ 申請者の住所が住民票記載のとおりに記入されている

□ 申請者の氏名が自署されている

□ 連帯保証人2名の住所が印鑑証明書記載のとおりに記入されている

□ 連帯保証人の氏名が自署され、印鑑証明書記載の印鑑が押印されている

□ 原則、連帯保証人の１名は生計を異にしかつ２親等以内でない

□ 申請者の住民票（世帯全員記載）を添付(3ヶ月以内に発行）している

□ 連帯保証人2名の印鑑証明書を添付(3ヶ月以内に発行）している

□ 2枚目「別紙」の用紙右下に署名されている

□ 3枚目「別記」の□に全てレ点が記入され、用紙右下に署名されている

□ 5 履歴書（別添３）
→すべての申請者

□ 必要な事項は全て記入されている

□ 申請者の住所が住民票記載のとおりに記入されている

□ 連絡先には研修中、連絡が取れる住所が記入されている

□ 電話番号には携帯の番号が記入されている

□
家族全員が記入されている(同居及び生計を一にする別居の配偶者、別居の独身の子、別居の両
親)

□ 学歴等には、最終学歴から申請日までの履歴が記入されている

□ 履歴に空白の期間がないように記入されている

□ 6

農業研修に関する確認書
（別添４）
→農大生・アカデミー生を除く申請者

※この様式に限らない

□ 申請者の氏名と研修機関の名称が記載されている

□ 研修生の責務と研修機関の責務が記載されている

□ 研修期間がわかるような記載がある

□ 書類は本確認書に限らない。公社への提出は写しでもよい

□ 7
離職票（別添５）
→すべての申請者

□ 離職票等を持っている方は必ず提出する

□ もらっていない方はその旨を記載する

□ 8
確約書（別添６）
→親元就農する者

□ 親元就農する場合、「別添６」が提出されている

□ 経営主の氏名の欄には、経営主の氏名が自署されている

□
就農後5年以内に農業経営を継承することまたは法人の経営者になること、確約書が遵守できな
かった場合は当該資金を全額返還しなくてはいけないことを理解している

□ 継承して独立・自営就農となったあと５年以内に認定新規就農者または認定農業者に認定される

□ 9
個人情報の取り扱い（別紙様式第２号）
→すべての申請者

□ 申請者の住所が住民票記載のとおりに記入されている。

□ 申請者の氏名が自署されている

□ 連帯保証人2名の住所が印鑑証明記載のとおりに記入されている

□ 連帯保証人の氏名が自署されている

□ 10
「確認事項」（別紙様式第1号研修計画補
足資料1）→すべての申請者

□ 申請者の氏名が自署されている

□ 申請時未成年者は、保証人の氏名が自署されている（連帯保証人とは違います）


